
公益財団法人 橋本財団 

選考委員会規程 

 

（目的） 

第１条   この規程は、公益財団法人 橋本財団 定款第４８条の規定に基づいて設置す

る選考委員会の組織および運営方法等に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。 

 

（役割） 

第２条   委員会は、理事長の諮問に応じて、定款第４条に掲げる事業の対象になる者の

選考を行なう。 

   2．   選考委員会で決定した事項について、事業の対象になるものから内容変更の

申し出がある場合は、選考委員へ確認・了承のうえ、承認とする。 

 

（委員） 

第３条   委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。 

   ２．  委員の数は２名以上１０名以内とする。 

   ３．  委員は、学識経験者、企業経営者、ＮＰＯ関係者、公益法人関係者、行政関

係者等、各事業の審査及び選考に貢献できる者とする。 

   ４．  委員の委嘱期間は１年間とする。但し、再委嘱を妨げない。 

   ５．  委員は、辞任または任期満了後でも、後任者が就任するまでは、前任の委員

が、その職務を継続して執行する。 

 

（委員長） 

第４条   委員会に委員長を１人おく。 

   ２．  委員長は、委員の中から互選により選出する。 

   ３．  委員長は、会議の議長となり、委員会の審議の経過および結果について理事

長に報告する。 

   ４．  委員長が欠け、または事故あるときは、あらかじめ指名された委員が、その

職務を行ない、または代理する。 

 

（会議の招集） 

第５条   委員会は、必要に応じて随時、委員長が招集する。 

 

（定足数） 

第６条   委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。 



 

（議決） 

第７条   委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

 

（書面表決） 

第８条   やむを得ない理由のため、委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知され

た事項について、書面をもって表決することができる。 

   ２．  前項の場合において、前２条の規定の適用については、当該委員は、委員会

に出席し、かつ、議決したものとみなす。 

 

（委員以外の出席） 

第９条   委員長は、必要があると認めるときは、委員会の同意を得て委員以外の出席を

求め、その意見を聞くことができる。 

 

（委員に対する報酬） 

第１０条  委員に対しては、以下の区分に応じて、半日（４時間以内）の業務に対する報

酬を支給するものとする。 

   ２． 報酬額は次のとおりとする。なお、福祉助成（研究・活動）については、選考

業務の内容及び分量を勘案し、特別報酬区分として定めるものとする。 

選考区分 報酬額（税込） 

一般報酬 35,000 円 

特別報酬①福祉助成（研究） 45,000 円 

特別報酬②福祉助成（活動） 55,000 円 

   ３． 全日（4 時間を超える業務）に従事する場合の報酬額は、当該区分の半日報酬

額の 2 倍を基本とする。 

   ４． 第２条２項の業務に関する報酬は、これに含むものとする。 

   ５． 報酬の支払いは、選考業務終了後、速やかに行うものとする。 

 

（委員の機密保持） 

第１１条  委員は、審議の経過および結果については秘密を守らなければならない。 

 

（議事録） 

第１２条  委員会の議事については、その経過の要領および結果を記録した議事録を作

成する。 

    ２． 議事録には、議長が署名、押印するものとする。 



 

（細則） 

第１３条  この規定の実施について必要な事項は、別に委員会が定める。 

 

附則 

この規程は、２０１８年 １月 １日から適用する。 

 

附則 

この規程の一部変更は、２０２３年１０月１日から施行する。 

 

附則 

この規程の一部変更は、２０２４年３月１日から施行する。 

 

附則 

この規程の一部変更は、２０２４年１１月２８日から施行する。 

 

附則 

この規程の一部変更は、２０２５年６月１９日から施行する。 


